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１【提出理由】

平成29年６月29日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

 ①配当財産の種類

      金銭

 ②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

      普通株式 １株につき３円（うち普通配当２円、特別配当１円）

      配当総額 577,563,081円

 ③剰余金の配当が効力を生じる日

      平成29年６月30日

第２号議案 定款一部変更の件

 ①当社及び子会社の事業拡大及び今後の事業展開に備えるため、目的事項の追加を行う。

 ②本社機能を東京都港区に移転したことに伴い、業務効率の向上等を図るため、本店所在地を東京

都千代田区から東京都港区に変更する。

第３号議案 取締役８名選任の件

取締役として、伊藤寛治、奥雅文、乘京正弘、中出裕康、伊藤淳、寺嶋安雄、品治利典、

柴山斐呂子を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、半場秀を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

973,585 32,765 154 (注)１ 可決 95.76

第２号議案
定款一部変更の件

985,981 19,969 154 (注)２ 可決 97.01

第３号議案
取締役８名選任の件

   

(注)３

  

 伊 藤 寛 治 971,901 34,026 172 可決 95.63

 奥     雅 文 974,234 31,693 172 可決 95.86

 乘 京 正 弘 972,672 33,255 172 可決 95.71

 中 出 裕 康 974,662 31,265 172 可決 95.90

 伊 藤     淳 974,728 31,199 172 可決 95.91

 寺 嶋 安 雄 974,818 31,109 172 可決 95.92

 品 治 利 典 974,683 31,244 172 可決 95.90

 柴 山 斐呂子 973,811 32,116 172 可決 95.82

第４号議案
補欠監査役１名選任の件

964,257 42,123 171 可決 94.84
 

 

(注)１ 第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３ 第３号議案及び第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認のできたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及

び棄権の確認ができない議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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